






















【参考資料：コーポレート・ガバナンス体制についての模式図】 
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【参考資料：適時開示体制の概要】 
 

 

１．適時開示に係る基本方針 

当社では、会社情報の適切な開示活動を行うにあたり、会社法・金融商品取引法等の関連法令や株式会社東京証券取

引所が定める適時開示規則に則り、開示が要請される重要情報や投資者の投資判断に大きな影響を与えることが予想さ

れる会社情報等について、全ての市場参加者が公平・平等に入手できるよう、適時かつ適切な開示に努めております。 

また、「内部情報管理規程」を制定し、役員及び従業員の内部情報管理の徹底を図っております。 

 

２．適時開示業務を執行する体制 

 

 

 

(1)決定事実に関する情報 

当社の業務執行上の重要事項については取締役会で決議を行っておりますが、当社の取締役会の議案を、あらかじめ

適時開示基準に照らした上、重要な会社情報については決議後すみやかに情報開示することとしております。 

 

(2)発生事実に関する情報、PR情報等 

発生事実、及び、PR情報等に関しては、当該発生部門または子会社が情報の集約・把握を行い、すみやかに代表取

締役社長及び情報管理責任者に報告し、情報の重要性を判断した上で、開示の必要性について協議しております。また、

必要に応じて外部の専門家（弁護士・会計士等）の意見も仰いでおります。 

 

(3)決算に関する情報 

毎月、経営管理本部において月次決算を行い、その内容につきましては取締役、執行役員、部門長、子会社社長及び

幹部社員で構成されている月次決算報告会で報告を行っております。決算の内容につきましては、経営管理本部を開示

資料作成の責任部署とし、適時適切な開示を行なっております。 
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